
ホクビサービス株式会社

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間 令和6年10月1日 ~ 令和11年9月30日 までの 5 年間

2. 内容

目標１ ： 有給取得率を 70％ 以上にする

＜対策＞

● 令和6年10月～

各現場の有給の取得状況を調査する。

社員に対し啓発活動を図る。

● 令和7年4月～

有給取得しやすい現場になるようシフトや人員を見直す。

取得率の低い現場へ取得をうながす。

目標２ ： 5 名以上、有期雇用から無期雇用、又は正社員へ転換する  

＜対策＞

● 令和6年10月～

有期雇用者が多い状況を調査し、具体的な課題を検討する。

正社員、無期雇用への転換の制度の制定

● 令和7年4月～

従業員にヒヤリングを行い、本人の意思を確認する

キャリアアップ、スキルアップできる機会を設ける

一般事業主行動計画

令和6年9月25日


